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市畏公益税制jについて(案〉� 
"'/.ι/.~/. ふ叫んゐ命令ω仏 

o rお民公益税制についてはJ新しい公共j挽進会議や� f新しい公共j謂棄会の提案等を臨ま

えてとりまとめられた� r市民公益税制� PT報告書」の内容者税制改正大綱に盛り込むこ

ととしてはどうか。� 

1 所得税の税額控除苦言j度の導入{平成� 23年分から適用}

(1)認定NPO法人に対する簿燃について、所得税において新たに税額控除を導入する{所得控徐との選択制〉。

〔諮除割合〕 寄附金額の� 40%(地方税 10%と合わせて� 50%)

〔控除限度額〕所得税額の� 25%
 

(2)公主義社師法人又は公益財閥法人、学校法人、社会福祉法人及び更生保護法人のうち、パブリック・サポート・テストと

問機の要件と情報公開の要件1f満たすものに対する寄附金について、税額控除を導入する。� 

2 認定NPO法人制度の見直し

内閣府において、「新しい公共Jの枢裂な担い手となるNPO法人の健全な発展のための必裂な療境整備を行うことを践的

とした新法〈又はNPO法の改正}により、新たな認定制度が懇備されることを呂指す。ぞれまでの爵の対応として、綴行� 

上の措援を講ずる。11年度から義務23度の認定蓬撃の発獲し等の一部について平成IJ法人語NPOの認窓

〈1)平成� 23年度より続続上対応する議議

①認定饗件の見積し� 

円以000，3こ絶対値基準を導入し、現行の判定基準との選択制!とする。その具体的水準は、「寄附金額が年l要件PST>-
上の害容附殺の数が年平均� 100人以上Jとする。

〉 地方団体が、その域内に事務所そを有する� NPO法人のうち、条例において個別に指定したものは、� PST要件等な免� 

j徐ずる。



)> PST繁イキの基準を� 5分の� 1以上とする特例白隠久化するほか、小規模法人の特例や初回の認定申請の実績判定期間

を2年とする扱いを存置する。� 

@ 認定取消しの場合の取戻し課税

〉 謡}EN 0法人のみなし寄附金について、認定取消しがあった場合には、取戻し課税を行うこととする。� 

{2)新たな裁まま苦手j疫の郵設と税務上の対応

民総R摂京、関係省庁の協力を得て、新たな認定機関のあり方等、下認の内務について、地方間体と協議を行い、その協

議を整えたJ::で、王子成� 24年� 4月から新たな認定制度が開始されるよう、次期通常国会において所要の法整備が行われると

とを目指す。� 

① 新たな認定機関等:認定事務そそ隣税庁から� NPO法人を認証した地方践体に移管する。これと併せ、� 2以上の都道府県

に議事務所を設援する法人の認証選挙務を内閣府から主たる事務所の所殺する都道府県に移管する。内鶴男守は、都道府県に

対し情報の提供その他必姿な支畿を行う。

舎� F議議定j の導入等の支援:設立初期の活動支援として、設立後� 5年以内のNPO法人でPST要件以外の認定要件後

満たすものは、� 1@1に限り、有効期間 3年の� f仮認定j を受けるととがでさるとととする。� 

@ 監督規定の鞍備等:新たな認定制度に基づき認定されたNPO法人(1仮認定Jを含む。)の適正な運営を確保する観点

から、臨機規定の整備等を行う。� 

@ 新たな器:lE制度の下での税劉措髄:新宿j度に現行と問機の認定基準が設けられる前提で、現行の認定NPO法人と母様

に、寄納金控除やみなし寄F付金総度の適用を認める。� f{反認定j については、努関金控除を認める。

みなし努約金について、社会福祉法人等と同等の監督規定等が整織される場合には、それらと関等のま援金算入駿度額

(所得金額の 50%又は� 200万円のいずれか大きい金額)に引き上げる。� 

3 地域において活動する� NPO法人等の支援{個人住民税)

(1)寄附対象間体の拡大:認定� NPO法人以外のNPO法人への寄附金であっても、地方団体が条例において鰭BiJに指定す
るととにより、個人住民税の寄F付金税額控除の対象とすることができることとする。� 

(2)地方毘徐による� NPO支援:鱒人が特定のNPO法人毒事へ場成するととを希3還した地方毘体に対する霊祭鰭金については、

原髭としてふるさと寄慰金に該当することとする{この場合、所得税も用車設の取扱いとする。〉。� 

千円)に引き下げる。5千円〈議行2付金の適用下隈額を1:適用下顎畿の引下げ:鱈入住民税における控徐対象寄(3)

※(1)及び(3)は、平成� 24年度分の個人住筏税から適用〈平成� 23年中の寄約金から対象)。


